
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

B

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
       ２　給与費は当初予算に計上された額である。

(3) 特記事項
上越市は、平成17年1月1日に14市町村が合併したため、以下に示す平成16年度支給額等には、平成17年
1月から3月までの13町村（13区）＋広域行政組合分の支給額が含まれている数値で掲載してある。
図で示すと次のようになる。
各項目の（注）を参照のこと。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注） 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数である。

2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
単純平均したものである。
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成17年4月1日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円

円

歳 円

円

歳 円 円

円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円

円

歳 円 円

円

歳

円

　　　　③税務職（上越市では市民税課、資産税課、収納課に勤務する職員）

歳 円 円

円

歳 円 ※国の税務職は税務署に勤務する職員

円

歳 円 円

円

　　　　④福祉職（上越市では保育園に勤務する保育士）

歳 円 円

円

歳 円

円

歳 円 円

円

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計
たものである。このうち、上段はこれら全ての諸手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされている
ものである。

※この注意書きは下記の②技能労務職から④福祉職まで共通のものである。

うち用務員

上越市

377,228

375,200

348,211

333,204

平均給料月額

47.8

321,923

356,853

360,253

344,255

331,611

国 40.3

類似 40.7

国

50.0

類似

（注）１　
（注）２

団体

　　　　　　区　　分

国

平 均 年 齢区 分

うち自動車運転手

320,986

330,318

52.4

362,354

351,354

329,221

平均給料月額

民間事業者平均

うち調理員

平均給料月額

416,982

384,498

48.6

348,598

403,321

48.1 285,008

351,005

335,834上越市 395,444

370,679

42.0

平均給与月額平均年齢区  分

329,728

382,092

平均給与月額平　均　年　齢

また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のた
め国家公務員と同じベースで再計算したものである。

「平均給料月額」とは、平成17年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

40.3

316,350

337,030

平均給料月額

345,412

349,461

448,107

334,791

上越市 42.2 322,239

団体

42.9

51.9

区 分 平 均 年 齢 平均給料月額

335,226類似団体

52.4 －　　　

平均給料月額

324,472

327,654

345,003

331,551

上越市 41.3 413,107

国 41.8 389,351

類似 40.0 326,794 406,500

団体 352,045
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(2) 職員の初任給の状況（平成17年4月1日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 － －

円 円 － －

税務職及び福祉職ともに初任給の状況は、一般行政職と同じである。

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成17年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

税務職の状況は、異動に伴い市民税課等へ配属が変わるものであり一般行政職と同じ状況である。

福祉職（保育士）については、経験年数区分の該当者が少数のため掲載していない。

170,700

138,800

経 験 年 数 ２ ０ 年

184,400

148,500

２年後の給料

大　学　卒

中　学　卒

高　校　卒技能労務職

経 験 年 数 １ ５ 年

260,700

350,267

335,900

2

195,400

271,178

290,100

232,900

288,377

136,000

124,300

184,400

148,500

145,500

131,900

170,700

138,800

２年後の給料 初任給

一般行政職

技能労務職

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

区　　分

220,000

経 験 年 数 １ ０ 年区　　　         分

大　学　卒

高　校　卒

一般行政職

国

363,400

273,500

上越市

初任給

222,645

（注）

（注）１
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（17年4月1日現在）

（注）１　上越市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

※5年前（平成12年）は９級制

2.0

25.2

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

10.2

　　　　　　　　％

5.4

136

15.8

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

　係長、班長、主任、主事、技師

　係長、班長、主任、主事、技師

4級

210

　参事、副課長

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％
9級

0.7

　　　　　　　　人

184 13.9

職員数

7級

構成比

　　　　　　　　％

1.0

　　　　　　　　％

6.7

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

1級

　主事、技師3級
　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

2級

　主事、技師

標準的な職務内容

　主事、技師
89

　　　　　　　　人

区　分

　部長

72
8級

9
10級

27

　課長、総合事務所次長、参事

　課長、総合事務所長

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

13

6級

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

254 19.1

　副課長、副参事、グループ長
　係長、班長、主任 334

5級

1.0%0.7% 0.7%
0.2%2.0% ８級

6.5%

８級
8.3%

８級
5.4%

７級
14.2%

７級
12.3%７級

10.2%

６級
22.3%

６級
22.5%６級

25.2%

５級
12.4%

５級
13.9%

５級
15.8%

４級
17.2%

４級
22.7%

４級
19.1%

３級
16.2%

３級
13.2%３級

13.9%

２級
9.5%

２級
5.1%

２級
6.7%

１級
1.0%

１級
0.8%

１級
1.0%
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(2) 昇給期間短縮の状況
　

数値は合併前上越市の状況で、退職時の特別昇給を含みます。

４　職員の手当の状況
 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　
（平成16年度支給割合） （平成16年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

・ 管理職加算10～25％

(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（平成17年4月1日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～30％加算） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）１

（注）２

1,028

　　　　　　　　　人

国の定年前早期退職特例措置は50歳（20％）以上、上越市は45歳（30％）以上を対象としている。

退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給した平均額である。

42.12 33.75

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

上越市

16年度

上越市

165

　　　　　　　　　％

59.28 59.28
47.50 59.28

59.28

3.0

27.30

59.28
33.75
47.50

21.00

59.28

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ
155

　　　　　　　　　人

21.00 27.30

15.2

職 員 数

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

15年度

16.1

１人当たり平均支給額（平成16年度） －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　％

42.12

国

（注）

（注）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　　　　　人

国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

1,018

普通昇給機関（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

全　職　種

3.0 1.4

普通昇給機関（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

1,541

1.4
（1.6） （0.7）（0.7）

20,589

（1.6）

職 員 数 　　　　　　　　　人

区　　　　　　　　　　　　分
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 (3) 調整手当（平成17年4月1日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

支給実績（平成16年度決算）は、合併後の1～3月分の医師分が含まれる。

支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算）は、合併後の1～3月分の医師を除いた東京都特別区の1人分。

 (4) 特殊勤務手当（平成17年4月1日現在）

千円

　円

　％

主な支給対象職員

支給対象職員数

主な支給対象業務

幼児保育手当 保育園等の職員

24種類

・月額　8,000円幼児ことばの相談室の職員

行旅死病人取扱手当
・1件　3,000円（死亡人）
・1件　1,200円（病人）

・１回　800円（園外保育）
・１回　400円（延長保育）

12

10　医療職給料表の適用を
　受ける職員

東京都特別区

6

・社会福祉業務のケース
ワーク

・言語治療

・行旅死亡人及び行旅病人
の取扱い

・園外保育（１日４時間以
上）
・延長保育（１日２時間）

支給対象地域

3

支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算）

1,538

340,416

国の制度（支給率）

12

10

支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算）

支給実績（平成16年度決算）

・１件　　300円

・月額　4,000円
　（福祉課援護係）
・日額　　200円
　（ケースワークに従事した
日）

収納課の職員

66,312

21.7

19,859

左記職員に対する支給単価

・市税等の賦課、徴収事務
・出張徴収

・月額　2,300円（賦課、徴
収）
・月額　3,000円（出張徴収）

福祉課の職員

支給率

手当の種類（手当数）

・滞納による物件の差押え
等

税務手当
市民税課、資産税課、収納課等の職
員

社会福祉業務手当

（注）１　

（注）２　

支給実績（平成16年度決算）

言語治療手当

福祉課、高齢者福祉課等の職員

滞納処分手当

手当の名称

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成16年度）

特別幼児指導手当 たんぽぽ園の職員 ・幼児指導等 ・月額　2,500円

清掃施設等勤務手当
清掃施設等（汚泥ﾘｻｲｸﾙﾊ゚ ｸーなど）の
職員 ・清掃施設勤務 ・月額　1,700円

夜間特殊勤務手当
清掃施設等（汚泥ﾘｻｲｸﾙﾊ゚ ｸーなど）の
職員

・清掃施設等で午後10時か
ら翌日の午前5時までの間
に運転作業に従事

・１回　780円
　（汚泥ﾘｻｲｸﾙﾊ゚ ｸーなど）
・１回　520円
　（第２ｸﾘー ﾝｾﾝﾀー ）

感染症防疫手当 健康づくり推進課等の職員

・感染症又は感染症の疑い
のある患者又は動物の救
護、指導、消毒等汚染区域
においてこれらの作業に従
事

・１日　250円

清掃手当 生活環境課等の職員 ・廃棄物又はし尿を処理す
る業務

・１日　450円

勤務差手当
ゆあみ、図書館、総合博物館等の職
員

・勤務時間が通常と異なる
職場に勤務

・月額　7,000円（ゆあみ）
・月額　5,000円（図書館）
・月額　2,500円（総合博物館
等）

動物飼育手当 水族博物館等の職員 ・高田公園及び水族博物館
の動物飼育業務

・１日　　　250円（高田公園）
・月額　1,700円（水族博物館）

自動車運転手当
ブルドーザー等の特殊車両を運転し
た
職員

・1日4時間以上ブルドー
ザー等その他特種車両の
運転に従事したもの

・１日　250円（通常の場合）
・１日　500円（除雪の場合）
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 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注）平成16年度は合併した職員を含みます。（1月～3月分）

支給実績（平成15年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成15年度決算）

267,239

296

389,041

335

支給実績（平成16年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（平成16年度決算）

・除雪業務

・用地の取得等のため、当
該所有者等と直接交渉する
業務に従事した職員

・潜水器具を着用し、潜水
作業に従事したもの

・診療業務

医療業績手当 医師及び歯科医師
・前年度の医業収益を基に
算定した額を支給

・月額
　　　25,000円から300,000円

技術職調整手当
保健師、看護士、電気主任技術者な
どの資格を有する職員

・特定の資格を有し、直接こ
れらの業務に従事するもの ・月額　2,000円

・１回　350円

道路上作業手当 道路上の補修作業に従事した職員
・交通頻繁な道路上の補修
作業に従事した職員 ・１日　200円

・1日　200円

公害調査手当 環境企画課公害対策係の職員

・専ら公害調査のための検
体の分析採取又は測定器
等による監視及び公害対策
の指導並びに事業所等の
立入調査に直接従事する
職員

・月額　1,000円

・１日　250円

高所作業手当 高所作業に従事した職員
・地上10メートル以上の足
場の不安定な場所で作業
に従事したもの

・１日　250円

・１件　2,000円
　　　（時間外の診療業務）
・１件　1,000円
　　　（時間内の往診業務）
・１件　5,000円
　　　（時間外の往診業務）

医師手当 医師及び歯科医師 ・診療業務 ・月額　280,000円

診療手当 医師及び歯科医師

潜水手当 潜水作業に従事した職員

用地交渉手当 用地交渉に従事した職員

除雪手当
17時15分から8時30分までの間で２時
間以上除雪業務に従事した職員
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(6) その他の手当（平成17年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

84,410千円

一部異なる

千円 371,180

千円

5,328千円

一部異なる

（平成16年度決算）

千円

一部異なる

同じ 147,384

52,059

63,796117,840

千円

手　当　名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

管理職手当

通勤手当

扶養手当

住居手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　　　13,000円
・配偶者以外
　　　2人まで　　　各6,000円
　　　3人目以降　各5,000円
子（16歳年度初め～22歳年度末）
　　　　　　　　　　　　加算5,000円

借家・借間又は自宅に居住
する職員に支給
・借家・借間居住職員
（月額12,000円を超える家賃
　を支払っている職員）
　　　　　　　　　最高27,000円
・自宅居住職員　　　2,500円

管理又は監督の地位にある
職員に支給
・給料月額×支給割合
「1種」18/100→部長
「2種」15/100→総務課長等
「3種」13/100→課長等
「4種」10/100→副課長等
「5種」 8/100→副参事

休日勤務手当

宿日直手当

管理職員特別勤務手当

夜間勤務手当

祝日法による休日等に勤務
した職員に支給
・勤務１時間あたりの給与額
　　×135/100×勤務時間数

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき4,200円

同じ

同じ

同じ

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
　　×25/100×勤務時間数

平均支給年額
支給職員１人当たり

国の制度と
異なる内容

支給実績
（平成16年度決算）

－

国は自宅の
新築・購入か
ら５年間に限
り支給

52,655

1,593

13,252

支給割合が
異なる
国は25/100
～8/100

交通用具使
用者の距離
区分及び支
給額
国は2,000円
から24,500円

千円 59,157

2,316 千円 26,620

128,909－

－

100,849

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
 「1種」       　　　　 11,000円
 「2種」及び「3種」  10,000円
 「4種」及び「5種」　  7,000円

一部異なる
国は
18,000円
から4,000円

1,218－

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・６か月定期券等の価格に
　より　一括支給
（ただし、１か月55,000円
　　　　　　　が支給限度額）
・自動車等の
　　　　　　交通用具使用者
　通勤距離に
　　　　　　応じた月額支給
　　　（1,800円から21,500円）
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円

円

円

平成16年度決算額は、合併後の1～3月分の職員分を含む。

５　特別職の報酬等の状況（平成17年4月1日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

役職加算20％あり

月分

役職加算20％あり

420,000

108,200

千円

千円 656,000

単身赴任手当

初任給調整手当

　　※下記の世帯主区分で支給
寒
冷
地
手
当

市 区 町 村 長

助 役

異動に伴い転居し、やむを
得ない事情により配偶者と
別居して単身で生活する
職員に支給
・赴任地への距離に応じて
月額23,000円から68,000円
を支給

同じ

医師等の人材確保のための
手当
・支給額は306,900円以内

同じ

副 議 長

議 員

　　（支給日）　毎年11月から翌年3月までの給与支給日

収 入 役

助 役

収 入 役

　734,000円×在職月数×32/100

　　（算定方式）

　978,000円×在職月数×55/100

（参考）類似団体における最高／最低額

812,0001,080,000

880,000 734,000

306,000

510,000 286,700

568,000

期
末
手
当

退
職
手
当

報
酬

市 区 町 村 長

　　（16年度支給割合）

446,000

474,000

議 長

議 員

収 入 役

議 長

副 議 長

市 区 町 村 長

助 役

給
料

978,000

734,000

678,000

助 役

収 入 役

区　　分 給 料 月 額 等

－ 千円同じ寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・次の特別職の報酬等の
 状況に掲載してある表と
 同じ

（注）

－

－

110,437

420

763,000 647,000

634,000

　　（16年度支給割合）

3.3

356,000

2,624

　678,000円×在職月数×28/100

536,000

市 区 町 村 長

　（支給時期）　4年任期満了時

3.3

支給額

月額 26,040円　(年額 130,200円)

月額 20,600円　(年額 103,000円)

その他の世帯主である職員 月額 10,200円　(年額  51,000円)

その他の職員 月額  7,360円　(年額  36,800円)

世帯主の区分

世
帯
主

扶養親族のある職員

※合併後３か月分の額
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６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

14市町村合併に伴う増

51 93 42

衛　　　生 63 196 133

322

37 110 73

労　　　働 1 2 1

税　　　務 44 102 58

総　　　務 221 460 239

合　　計
1,129

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　　 門

病　　　院

そ　の　他 69

2

小　計 163

下　水　道 41

水　　　道

212

754

特別行
政部門

職員数

商　　　工

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

388

土　　　木 105

71

平成16年

139

26

民　　　生 248 570

小　計

農林水産

教　　　育

一
般
行
政
部
門

議　　　会

212

164

1,688

388

934

小　計 176

[    1,415     ］

23 21

285 122

[    2,400   ］

71 30

4

2,361 1232

98 29

45

176

59

平成17年

対前年
増減数

主な増減理由
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(2) 年齢別職員構成の状況（平成17年4月1日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

 　※定員適正化計画は、現在作成中のため、4月に公表する予定です。

27歳 31歳 59歳

4人255人職員数 54人 188人 301人

55歳43歳 47歳 51歳 以上

2人 225人 162人 153人 277人 377人 363人

39歳23歳

～ ～ ～ ～

56歳 60歳44歳 48歳

～ ～

52歳
～

20歳 20歳 24歳 28歳

～

40歳
区　分

32歳 36歳

35歳

～ ～

未満

2,361 人

計

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
構成比

５年前の構成比

%（例）
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７　公営企業職員の状況
　(1)　ガス事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（16年度支給割合） （16年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

3 月分    1.4 月分 3 月分    1.4 月分
（ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分 （ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～30％加算） （2％～30％加算）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給
　　　された平均額である。

25,416 20,589

59.28 59.28 59.28 59.28
47.50 59.28 47.50 59.28
33.75 42.12 33.75 42.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

21.00 27.30 21.00 27.30

１人当たり平均支給額（16年度）

1,637 1,541

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）

43.1 361,914 572,719

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）

基本給 平均月収額
上 越 市 42.0 347,579 429,262

Ｂ／Ａ　

64 262,899 77,247 107,924 448,070 7,001

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

17.2 16.9

区分 職員数 給　　　　　　与　　　　　　費 一人当たり給与費

3,757,364 201,533 644,710
％　 ％　

Ａ  
　　　　千円 千円　 千円　

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

総費用に占める （参考）
職員給与費比率 15年度の総費用に占

める職員給与費比率

質収支○○○
区分 総費用 純損益又は実 職員給与費

16年度

17年度

　　　　　　Ａ

　　　　　　区　　分

団 体 平 均

１人当たり平均支給額（16年度）

平　均　年　齢
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ウ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）
千円
　円
　％

エ　時間外勤務手当
千円

千円
千円
千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円

円

円8,411 千円 135,670寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・次の特別職の報酬等の
 状況に掲載してある表と
 同じ

同じ －

4,400 千円 488,969

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・６か月定期券等の価格に
　より　一括支給
（ただし、１か月55,000円
　　　　　　　が支給限度額）
・自動車等の
　　　　　　交通用具使用者
　通勤距離に
　　　　　　応じた月額支給
　　　（1,800円から21,500円）

一部異なる

交通用具使
用者の距離
区分及び支
給額
国は2,000円
から24,500円

5,028 千円 81,097

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
・給料月額×支給割合
18/100→局長
15/100→次長
13/100→課長等
10/100→副課長等
 8/100→副参事

一部異なる

支給割合が
異なる
国は25/100
～8/100

（16年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　　　13,000円
・配偶者以外
　　　2人まで　　　各6,000円
　　　3人目以降　各5,000円
子（16歳年度初め～22歳年度末）
　　　　　　　　　　　　加算5,000円

同じ － 10,773 千円 173,758

支給実績国の制度と 支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （16年度決算） 平均支給年額

国の制度

支給実績（15年度決算） 23,010
支給職員１人当たり平均支給年額（15年度決算） 434

支給実績（16年度決算） 34,002
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 641

同上（年末・年始）
年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/28から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上（交替勤務） 交替勤務に従事した職員
ガス供給所における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

特殊企業職手当手当 管理職以外の全職員 特殊（保安）勤務全般 月額　給料月額×3％円
（上限8,500円）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 85.4
手当の種類（手当数） 1

支給実績（16年度決算） 6,953
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 131,197
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円

円

円

円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　(2)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ　

81 323,712 89,704 131,428 544,844 6,726

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

15.4 15.8

区分 職員数 給　　　　　　与　　　　　　費 一人当たり給与費

4,970,963 146,334 766,072
　　　　千円 千円　 千円　

Ｂ　

職員給与費比率 15年度の総費用に占

％　 ％　
　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

住居手当

借家・借間又は自宅に居住
する職員に支給
・借家・借間居住職員
（月額12,000円を超える家賃
　を支払っている職員）
　　　　　　　　　最高27,000円
・自宅居住職員　　　2,500円

一部異なる

Ａ  

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める

国は自宅の
新築・購入か
ら５年間に限
り支給

0 千円 0

10,185 千円 169,765

3,194 千円 51,524

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき6,800円
（保安責任者は2,000円を加
算）

一部異なる 国は勤務１回
4,200円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
　　×25/100×勤務時間数

同じ －

管理職特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
 「1種」       　　　　 11,000円
 「2種」及び「3種」  10,000円
 「4種」及び「5種」　  7,000円

一部異なる
国は18,000
円から4,000
円

216 千円 24,000

16年度

17年度

 　※定員適正化計画は、現在作成中のため、4月に公表する予定です。

質収支○○○
（参考）
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② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（16年度支給割合） （16年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

3 月分    1.4 月分 3 月分    1.4 月分

（ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分 （ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～30％加算） （2％～30％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円
（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

ウ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）
千円
　円
　％

エ　時間外勤務手当
千円
千円
千円

千円
（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給実績（15年度決算） 29,569
支給職員１人当たり平均支給年額（15年度決算） 416

支給実績（16年度決算） 42,003

支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 600

同上（年末・年始）
年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/28から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上（交替勤務） 交替勤務に従事した職員
ガス供給所における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

特殊企業職手当手当 管理職以外の全職員 特殊（保安）勤務全般
月額　給料月額×3％円
（上限8,500円）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 87.5
手当の種類（手当数） 1

支給実績（16年度決算） 6,302
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 112,544

24,120 20,589

59.28 59.28 59.28 59.28
47.50 59.28 47.50 59.28
33.75 42.12 33.75 42.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年
21.00 27.30 21.00 27.30

1,413 1,541

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）
１人当たり平均支給額（16年度） １人当たり平均支給額（16年度）

団 体 平 均 44.1 375,763 577,861
上 越 市 42.2 344,920 419,524

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額
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オ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円住居手当

借家・借間又は自宅に居住
する職員に支給
・借家・借間居住職員
（月額12,000円を超える家賃
　を支払っている職員）
　　　　　　　　　最高27,000円
・自宅居住職員　　　2,500円

一部異なる

国は自宅の
新築・購入か
ら５年間に限
り支給

1,393 千円 139,362

7,618 千円 98,944

4,241 千円 53,690

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき6,800円
（保安責任者は2,000円を加
算）

一部異なる 国は勤務１回
4,200円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
　　×25/100×勤務時間数

同じ －

9,400 千円 118,999

管理職特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
 「1種」       　　　　 11,000円
 「2種」及び「3種」  10,000円
 「4種」及び「5種」　  7,000円

一部異なる
国は18,000
円から4,000
円

234 千円 26,000

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・次の特別職の報酬等の
 状況に掲載してある表と
 同じ

同じ －

4,583 千円 509,310

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・６か月定期券等の価格に
　より　一括支給
（ただし、１か月55,000円
　　　　　　　が支給限度額）
・自動車等の
　　　　　　交通用具使用者
　通勤距離に
　　　　　　応じた月額支給
　　　（1,800円から21,500円）

一部異なる

交通用具使
用者の距離
区分及び支
給額
国は2,000円
から24,500円

6,422 千円 81,291

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
・給料月額×支給割合
18/100→局長
15/100→次長
13/100→課長等
10/100→副課長等
 8/100→副参事

一部異なる

支給割合が
異なる
国は25/100
～8/100

（16年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　　　13,000円
・配偶者以外
　　　2人まで　　　各6,000円
　　　3人目以降　各5,000円
子（16歳年度初め～22歳年度末）

　　　　　　　　　　　　加算5,000円

同じ － 12,429 千円 157,338

支給実績国の制度と 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （16年度決算） 平均支給年額

国の制度
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④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　(3)　簡易水道事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（16年度支給割合） （16年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

3 月分    1.4 月分 3 月分    1.4 月分
（ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分 （ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

0 1,541

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）
１人当たり平均支給額（16年度） １人当たり平均支給額（16年度）

団 体 平 均 44.1 375,763 577,861

平均月収額
上 越 市 40.3 293,242 320,077

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

17年度
12 43,283 10,537 17,623 71,443 5,954

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

3.2 -

区分 職員数 給　　　　　　与　　　　　　費 一人当たり給与費

101,491 △ 20,605 3,197
16年度 　　　　千円 千円　 千円　

（参考）
職員給与費比率 15年度の総費用に占

％　　　　 ％　
　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

質収支
Ａ  Ｂ　

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費総費用に占める

 　※定員適正化計画は、現在作成中のため、4月に公表する予定です。
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イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（2％～30％加算） （2％～30％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円
（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給
　　　された平均額である。

ウ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）
千円
　円
　％

エ　時間外勤務手当
千円
千円

千円
千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円0 千円 0管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
・給料月額×支給割合
18/100→局長
15/100→次長
13/100→課長等
10/100→副課長等
 8/100→副参事

一部異なる

支給割合が
異なる
国は25/100
～8/100

（16年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　　　13,000円
・配偶者以外
　　　2人まで　　　各6,000円
　　　3人目以降　各5,000円
子（16歳年度初め～22歳年度末）

　　　　　　　　　　　　加算5,000円

同じ － 145 千円 48,333

支給実績国の制度と 支給職員１人当たり
手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （16年度決算） 平均支給年額

国の制度

支給実績（15年度決算） 0
支給職員１人当たり平均支給年額（15年度決算） 0

支給実績（16年度決算） 267
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 89

同上（年末・年始） 年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/28から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上（交替勤務） 交替勤務に従事した職員
ガス供給所における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

特殊企業職手当手当 管理職以外の全職員 特殊（保安）勤務全般
月額　給料月額×3％円
（上限8,500円）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 100.0
手当の種類（手当数） 1

支給実績（16年度決算） 28
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 28,181

0 20,589

59.28 59.28 59.28 59.28

47.50 59.28 47.50 59.28
33.75 42.12 33.75 42.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年
21.00 27.30 21.00 27.30

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）
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円

円

円

円

円

円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

住居手当

借家・借間又は自宅に居住
する職員に支給
・借家・借間居住職員
（月額12,000円を超える家賃
　を支払っている職員）
　　　　　　　　　最高27,000円
・自宅居住職員　　　2,500円

一部異なる

国は自宅の
新築・購入か
ら５年間に限
り支給

0 千円 0

90 千円 30,067

15 千円 5,000

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき6,800円
（保安責任者は2,000円を加
算）

一部異なる 国は勤務１回
4,200円

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
　　×25/100×勤務時間数

同じ －

0 千円 0

管理職特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日
等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
局長       　　　　 　11,000円
次長及び課長等   10,000円
副課長及び副参事　7,000
円

一部異なる
国は18,000
円から4,000
円

0 千円 0

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・次の特別職の報酬等の
 状況に掲載してある表と
 同じ

同じ －

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等の交通用具使用職員に
支給
・６か月定期券等の価格に
　より　一括支給
（ただし、１か月55,000円
　　　　　　　が支給限度額）
・自動車等の
　　　　　　交通用具使用者
　通勤距離に
　　　　　　応じた月額支給
　　　（1,800円から21,500円）

一部異なる

交通用具使
用者の距離
区分及び支
給額
国は2,000円
から24,500円

63 千円 21,267

 　※定員適正化計画は、現在作成中のため、4月に公表する予定です。
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　(4)　工業用水道事業
  　① 職員給与費の状況
     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１７年４月１日現在）

歳 円 円
歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況
 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　
（16年度支給割合） （16年度支給割合）
　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

3 月分    1.4 月分 3 月分    1.4 月分

（ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分 （ 1.6 ） 月分 （ 0.7 ） 月分
（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置
・ 役職加算 5～20％ ・ 役職加算 5～20％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（2％～30％加算） （2％～30％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円
（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

0 20,589

59.28 59.28 59.28 59.28
47.50 59.28 47.50 59.28
33.75 42.12 33.75 42.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年
21.00 27.30 21.00 27.30

991 1,541

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）

上　　　　　　　　　　　越　　　　　　　　　　　市 上越市　（一般行政職）
１人当たり平均支給額（16年度） １人当たり平均支給額（16年度）

団 体 平 均 44.3 380,722 591,719
上 越 市 30.2 236,400 299,792

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ　

1 2,837 1,116 1,073 5,026 5,026

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

41.3 40.7

区分 職員数 給　　　　　　与　　　　　　費 一人当たり給与費

12,895 2,827 5,327
16年度

　　　　千円 千円　 千円　

Ｂ　

（参考）
職員給与費比率 15年度の総費用に占

％　　　　 ％　

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率
質収支

Ａ  

区分 総費用 純損益又は実 職員給与費 総費用に占める

17年度
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ウ　特殊勤務手当（平成１７年４月１日現在）
千円
　円
　％

エ　時間外勤務手当
千円
千円
千円

千円
（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

オ　その他の手当（平成１７年４月１日現在）

円

円

円

0 千円 0

通勤手当

交通機関利用及び自動車
等
の交通用具使用職員に支給
・６か月定期券等の価格に
　より　一括支給
（ただし、１か月55,000円が
　　　　　　　　　　支給限度
額）
・自動車等の
　　　　　　交通用具使用者
　通勤距離に
　　　　　　応じた月額支給
　　　（1,800円から21,500円）

一部異なる

交通用具使
用者の距離
区分及び支
給額
国は2,000円
から24,500円

95 千円 95,100

管理職手当

管理又は監督の地位にある
職員に支給
・給料月額×支給割合
18/100→局長
15/100→次長
13/100→課長等
10/100→副課長等
 8/100→副参事

一部異なる

支給割合が
異なる
国は25/100
～8/100

（16年度決算）

扶養手当

扶養親族のある職員に支給
・配偶者　　　13,000円
・配偶者以外
　　　2人まで　　　各6,000円
　　　3人目以降　各5,000円
子（16歳年度初め～22歳年度末）

　　　　　　　　　　　　加算5,000円

同じ － 0 千円 0

支給実績国の制度と 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 との異同 異なる内容 （16年度決算） 平均支給年額

国の制度

支給実績（15年度決算） 14
支給職員１人当たり平均支給年額（15年度決算） 14

支給実績（16年度決算） 6
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 6

同上（年末・年始）
年末、年始に宿日直勤務及び交
替勤務に従事した職員

年末、年始（12/28から
1/3まで）の期間におけ
る宿日直勤務及び交替
勤務

１勤務当たり
12/31、1/1　　4,700円
上記以外　　　2,700円

同上（交替勤務） 交替勤務に従事した職員
ガス供給所における交
替勤務

１勤務当たり1,700円

特殊企業職手当手当 管理職以外の全職員 特殊（保安）勤務全般 月額　給料月額×3％円
（上限8,500円）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 100.0
手当の種類（手当数） 1

支給実績（16年度決算） 81
支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 81,729
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円

円

円

円

円

④ 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

住居手当

0 千円 0

0 千円 0

284 千円 284,400

宿日直手当

宿日直勤務を行った職員に
支給
・勤務１回につき6,800円
（保安責任者は2,000円を加
算）

一部異なる 国は勤務１回
4,200円

借家・借間又は自宅に居住
する職員に支給
・借家・借間居住職員
（月額12,000円を超える家賃
　を支払っている職員）
　　　　　　　　　最高27,000円
・自宅居住職員　　　2,500円

一部異なる

国は自宅の
新築・購入か
ら５年間に限
り支給

夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜
に勤務した職員に支給
・勤務1時間あたりの給料額
　　×25/100×勤務時間数

同じ －

70 千円 70,500

管理職特別勤務手当

管理又は監督の地位にある
職員が、臨時又は緊急の必
要等により、週休日又は休
日等に勤務した場合に支給
・管理職手当の適用区分に
応じて、勤務一回につき支
給
 「1種」       　　　　 11,000円
 「2種」及び「3種」  10,000円
 「4種」及び「5種」　  7,000円

一部異なる
国は18,000
円から4,000
円

0 千円 0

寒冷地手当

寒冷地に在勤する職員に
支給
・次の特別職の報酬等の
 状況に掲載してある表と
 同じ

同じ －

 　※定員適正化計画は、現在作成中のため、4月に公表する予定です。
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